
多賀城市監査委員告示第５号 

 地方自治法第１９９条第７項の規定により実施した指定管理者に係る監査

の結果について、指定管理者より措置を講じた旨の通知があったので、下記の

とおり公表する。 

平成３０年３月２０日 

多賀城市監査委員 佐伯 光時 

多賀城市監査委員 根本 朝栄 

記 

１ 実施した監査の対象及び範囲 

 (1) 特定非営利活動法人 ＭＩＹＡＧＩ子どもネットワーク 

  平成２８年度多賀城市鶴ケ谷児童館、西部児童センター及び放課後児童 

クラブの指定管理 

 (2) カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 

  平成２８年度多賀城市立図書館の指定管理 

 (3) 社会福祉法人 富谷福祉会 

   平成２８年度多賀城市桜木保育所の指定管理 

２ 監査結果の報告日   

平成３０年２月２６日 

３ 措置状況の報告があった日 

 (1) 特定非営利活動法人 ＭＩＹＡＧＩ子どもネットワーク 

  平成３０年３月１日 

 (2) カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 

   平成３０年３月１６日 

 (3) 社会福祉法人 富谷福祉会 

   平成３０年３月１６日 

４ 監査結果の報告内容及びそれに対する措置状況 

  別紙のとおり 
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措置状況

指摘指導事項等に係る措置状況報告書

監 査 の 種 類 指定管理者に係る監査

監 査 の 対 象
平成２８年度多賀城市鶴ケ谷児童館、西部児童センター及び放課後児童クラブ
の指定管理

監 査 実 施 日 平成29年11月8日

監査対象団体

措 置 状 況

番
号

監査結果内容

特定非営利活動法人　ＭＩＹＡＧＩ子どもネットワーク

1

指
摘
事
項

■事業計画書の提出について
　平成２８年度事業計画書が提出されていない。基本協
定第１４条で、指定管理者は事業計画書を前年度の３月
１０日までに市長へ提出しなければならないと規定されて
いる。協定内容を適切に履行して頂きたい。

　平成３０年度事業計画書が提出されていないという監査
委員の指摘（平成３０年２月２３日）を受け、平成３０年２月
２６日付で提出した。
　今後は、基本協定に基づき、適切に履行していきたい。






